
明
治
廃
仏
毀
釈
と

肥
前
平
戸
松
浦
藩

「本
成
寺
」
に
つ
い
て〓
一　
浦
　
成
　
雄

徳
川
三
百
年
の
幕
藩
体
制
か
ら
明
治
維
新

へ
と
、
政
治
的
大
変
革
が
行
わ
れ
た
中
で
、
王
政
復
古
に
よ
る
國
家
神
道
を
以
て
國
家
体

制
を
確
立
す
る
施
策
が
行
わ
れ
た
。

明
治
元
年
二
月
十
三
日
の
布
告
に
よ
る
神
佛
分
離
令
は
、
寺
院
と
神
社
の
分
離
が
國
家
権
力
に
よ

っ
て
強
制
さ
れ
、
神
道
、
天
皇
中

心
主
義
に
基
く
佛
教
信
仰
に
対
す
る
利
用
が
進
め
ら
れ
た
。

こ
の
神
佛
分
離
政
策
は
、
廃
佛
毀
釈
に
発
展
し
、
堂
宇
、
佛
像
、
佛
具
、
経
典
の
多
く
が
破
壊
さ
れ
、
焼
却
さ
れ
た
。
こ
れ
は
佛
教

信
仰
の
自
由
を
認
め
ず
、
「惟
神
之
大
道
」
に
従
う
佛
教
信
仰
を
強
要
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
廃
佛
毀
釈
の
遠
因
は
概
に
徳
川
中
期
頃
に
起
因
し
て
い
た
。
商
工
業
者
の
拾
頭
に
よ
り
在
家
を
中
心
と
し
た
佛
教
信
仰
集

団
が
形
成
さ
れ
、
檀
家
制
度
が
確
立
さ
れ
た
中
で
安
逸
の
状
態
で
あ

っ
た
僧
侶
は
批
判
さ
れ
、
富
永
仲
基
等
の
國
学
者
や
儒
者
、
神
道

家
が
拾
頭
し
排
佛
思
想
が
高
ま

っ
て
い
き
、
祭
政

一
致
の
見
地
か
ら
本
地
垂
述
説
、
両
部
神
道
、
山
王

一
実
神
道
の
教
理
が
批
判
の
対

象
と
な

つ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
王
政
維
新
と
い
う
政
治
的
大
変
革
の
枢
桟
に
参
画
し
た
の
が
、
國
学
者
や
儒
者
、
神
道
家
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

桂
林
学
業
　
第
十
九
子

(― )
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廃
佛
毀
釈
の
断
行
は
、
全
國
的
に
み
て
も
非
常
に
厳
し
い
地
方
と
比
較
的
軽
微
な
地
方
と
が
あ

っ
た
。

例
え
ば
讃
岐
多
度
津
藩
で
は
、

一
宗

一
寺
の
合
寺
令
に
対
し
各
宗
寺
院
が
団
結
し
て
信
徒
と
共
に
反
対
し
て
合
寺
令
を
撤
回
さ
せ
、

三
河
大
浜
で
は
僧
侶
に
神
道
作
法
や
祝
詞
を
強
要
し
た
事
に
僧
侶
が
反
対
し
、
越
前
白
山
の
別
宮
石
徹
自
社
の
社
人
は
神
道
に
従
う
事

に
抗
議
を
行
い
佛
教
徒
百
二
十
余
名
が
還
俗
、
高
野
山
で
は
弘
法
神
社
と
す
る
県
当
局
の
内
示
に
対
し
反
対
し
て
い
る‐
。
そ
の
外
信
越

地
方
で
は
廃
佛
に
対
す
る
反
対
が
明
治
維
新
に
対
す
る
反
対
運
動
と
し
て
大
き
く
な

っ
た
り
、
信
濃
諏
訪
神
社
で
は
信
徒
が
堂
宇
の
破

却
を
救
い
、
日
光
山
の
破
壊
を
町
民
が
阻
止
、
上
野
寛
永
寺
は
弁
財
天
堂
の
破
却
を
阻
止
、
讃
岐
の
金
比
羅
宮
は
佛
教
付
嘱
の
神
社
で

あ
る
と
抗
議
し
て
い
る
。

廃
佛
に
対
す
る
反
対
運
動
が
各
地
で
展
開
さ
れ
る
状
況
を
苦
慮
し
た
政
府
は
、
こ
れ
を
緩
和
す
る
た
め
、
明
治
三
年
正
月
三
日
、
大

教
宣
布
の
詔
勅
を
発
し
、

「因
二新
タ
ニ命
一・・ン宣
教
師
“
以
テ
布
二教
シ
天
下
一汝
群
臣
衆
庶
其
ノ体
量
ョ斯
旨
ピ

と
示
し
、
同
年
七
月
、
こ
の
大
教
宣
布
の
趣
意
に
つ
い
て
御
沙
汰
書
が
諸
藩
に
下
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
政
府
は
佛
教
に
対
す
る
事
務
を
民
部
省
に
於
て
掌
握
し
、
同
三
年
十
二
月
に
は
特
に
寺
院
寮
を
民
部
省
に
設
け

て
寺
院
の
管
理
に
当
り
、
同
九
年
に
は
民
部
省
の
廃
止
に
よ
り
寺
院
寮
も
廃
止
さ
れ
、
大
蔵
省
に
於
て
庶
務
が
担
当
さ
れ
て
い
る
。
又
、

こ
れ
以
前
、
明
治
四
年
に
は
寺
領
は
没
収
さ
れ
、
宮
中
の
佛
像
は
全
て
泉
涌
寺
の
恭
明
宮
に
移
さ
れ
、
門
跡
、
勅
修
法
会
の
廃
止
、
由

緒
寺
院
、
僧
位
僧
官
等
の
特
典
を
廃
し
、
皇
室
と
の
関
係
も
除
外
し
、
神
道
國
家
体
制
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

当
宗

（法
華
宗
）
に
於
て
は
、
明
治
元
年
十
月
十
八
日
付
で
、
三
十
番
神
其
他
神
祗
称
号
混
用
等
の
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

(二 )
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法
華
宗
三
十
番
神
其
他
神
祗
ノ
称
号
混
用
ヲ
禁
ズ
。

法
華
宗
京
都
十
六
本
寺

頂
妙
寺
　
　
　
エエ
本
寺

本
隆
寺
　
　
　
妙
蓮
寺

本
法
寺
　
　
　
妙
顕
寺

妙
覚
寺
　
　
　
本
満
寺

本
禅
寺
　
　
　
妙
博
寺

寂
光
寺
　
　
　
妙
泉
寺

要
法
寺
　
　
　
妙
満
寺

本
能
寺
　
　
　
本
國
寺

王
政
復
古
更
始
維
新
之
折
柄
心
鶏
ギ
ニ本
は
メノ、
坤
ノレ佛
↓
珊
二史
剛
趾
ご

無
本
寺
　
　
　
　
　
満
願
寺

諸
國
本
寺
之
分

遠
州
見
附
騒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
州
富
士
山
大
宮

玄
妙
寺
　
　
　
　
久
遠
寺

駿
州
上
野
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
州
上
野

大
石
寺
　
　
　
　
妙
蓮
寺

本
門
寺
　
　
　
　
光
長
寺

賞
宗
寺
　
　
　
　
蓮
永
寺

久
遠
寺
　
　
　
　
妙
法
寺

明
治
廃
仏
毀
釈
と
肥
前
千
′
松
浦
落

「本
茂
寺
」
に
つ
い
て
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本
遠
寺

妙
法
華
寺

相
州
片
瀬
龍
ロ

龍
口
寺

武
州
池
上本
門
寺

本
土
寺

誕
生
寺

上
総
奥
津妙
覚
寺

正
法
寺

日
本
寺

久
昌
寺

能
登
瀧
谷妙
成
寺

本
成
寺

同
塚
原根
本
寺

報
恩
寺

本
興
寺

勝
光
寺

右
同文各
通誌
　酬節蒲群堕ち
嚇ユ銅
崎達

又
、
宗
祖
鄭
定
の
曼
茶
羅
本
尊
中
に
勧
請
さ
れ
て
い
る
天
照
太
神
、
八
幡
大
菩
薩
の
二
神
配
祠
を
禁
じ
た
。

立
正
寺

同
伊
東佛
現
寺

同
鎌
倉
日
企
谷

妙
本
寺

弘
法
寺

同
新
造妙
顕
寺

鏡
忍
寺

妙
光
寺

鷲
山
寺

法
華
経
寺

妙
法
寺

越
後
村

田妙
法
寺

佐
渡
阿
佛妙
宣
寺

妙
國
寺

養
珠
寺

藝
州
廣
島國
前
寺
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特
に
当
宗
に
と

っ
て
廃
佛
毀
釈
の
被
害
を
う
け
た
薩
摩
に
於
て
は
、
島
津
久
光
が
慶
応
元
年
頃
か
ら
廃
寺
の
具
体
案
が
作
ら
れ
、
種

子
島
、
屋
久
島
、
口
永
良
部
島
三
島
の
廃
佛
が
断
行
さ
れ
た
。
寺
院
数
五
十

一
ヶ
寺
。
薩
摩
國
で
は
遠
霧
寺
、
妙
道
寺
、
妙
顕
寺
。
大

隅
國
で
は
小
浜
見
隆
寺
、
新
城
妙
蓮
寺
、
垂
水
華
厳
寺
、
國
分
遠
寿
寺
。
種
子
島
で
は
妙
久
寺
、
浄
光
寺
、
本
因
寺
、
隆
泉
寺
、
金
剛

寺
、
本
法
寺
、
善
福
寺
、
本
善
寺
、
妙
泰
寺
、
蓮
勝
寺
、
本
成
寺
、
野
田
日
輪
寺
、
西
表
妙
泉
寺
、
島
間
本
妙
寺
、
増
田
清
浄
寺
、
赤

尾
本
妙
法
寺
、
菫
永
遠
妙
寺
、
浜
椿
妙
昌
寺
、
西
面
満
徳
寺
、
油
久
本
隆
寺
、
上
皇
善
林
寺
、
赤
尾
木
大
会
寺
、
安
納
本
蓮
寺
、
吉
平

隆
興
寺
、
西
大
聖
寺
。
屋
久
島
で
は
本
蓮
寺
、
光
照
寺
、
栗
生
本
寿
寺
、
岩
勝
寺
、
隆
泉
寺
、
長
田
顕
寿
寺
。
口
永
良
部
島
で
は
本
行

寺
、
蓮
華
寺
、
本
隆
寺
、
本
満
寺
、
本
尭
寺
、
本
佛
寺
、
本
慶
寺
、
本
住
寺
、
本
経
寺
の
寺
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
屋
久
島
に

は
記
載
の
寺
院
の
外
に
も
久
本
寺
、
本
要
寺
、
永
昌
寺
、
典
良
院
、
中
間
寺
、
長
寿
院
が
あ
り
、
各
村
落
に
は
種
子
島
も
含
め
て
小
庵

も
多
く
あ
り
、
そ
の
数
を
入
れ
る
と
百
ヶ
所
以
上
が
廃
佛
を
う
け
た
事
に
な
る
。

薩
摩
藩
の
政
策
は
、
寺
院
は
勿
論
、
僧
侶
を
全
て
還
俗
さ
せ
る
事
に
あ
り
、
若
い
僧
侶
で
十
八
才
よ
り
四
十
才
迄
の
壮
年
は
兵
役
に
、

四
十
才
以
上
で
学
識
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
教
員
に
、
老
年
に
は
扶
助
料
を
与
え
る
事
と
し
、
農
工
商
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
は
各

自
に
任
す
と
云
う
形
を
と

っ
た
。
寺
院
の
録
高
は
軍
用
に
充
当
し
、
佛
具
は
武
器
に
使
用
す
る
な
ど
、
神
佛
分
離
令
が
公
布
さ
れ
る
と

廃
佛
の
気
運
は

一
段
と
拍
車
が
か
か

っ
た
。

明
治
二
年
二
月
、
藩
主
島
津
忠
義
の
夫
人
照
子
の
逝
去
を
契
機
と
し
て
、
同
月
二
十
五
日
に
は
神
葬
祭
の
励
行
、
六
月
に
は
中
元
孟

蘭
盆
の
廃
止
、
先
祖
の
法
要
等
は
中
春
中
秋
に
行
う
よ
う
神
社
奉
行
に
通
達
、
十

一
月
廃
佛
令
が
公
布
さ
れ
た
。

御
領
内
寺
院
被
レ廃
候
條
御
佛
飩
米
、
祠
堂
銀
迄
モ
引
取
被
二仰
付
Ｌ
諸
佛
ノ儀
悉
ク
被
レ廃
候
旨
、
被
二仰
達
一候
條
　
此
旨
神
社
奉
行

へ
申
候
、
向
々
へ
可
二
申
渡
一候

明
治
二
年
十

一
月
　
　
　
　
　
知
政
所

明
治
廃
仏
毀
択
と
肥
前
千
′
松
浦
ふ

「本
茂
寺
」
に
つ
い
て
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こ
れ
に
よ

っ
て
歴
代
藩
主
の
廟
号
は
神
号
に
改
め
ら
れ
、
佛
像
や
経
巻
、
佛
具
等
は
藩
吏
監
視
の
も
と
焼
却
さ
れ
、
石
像
は
壊
し
て

河
川
の
水
坊
工
事
に
使
用
さ
れ
た
、

薩
摩
藩
に
於
け
る
廃
佛
行
為
は
寺
院
に
と

っ
て
壊
滅
的
な
打
撃
を
与
え
た
が
、
当
宗
に
於
て
は
、
肥
前
平
戸

「本
成
寺
」
が
廃
寺
と

な

っ
て
い
る
。

本
能
寺

「両
山
歴
譜
」
（日
唱
本
）で
に
は
、

「今
年
菊
御
紋
所
各
宗
共
御
廃
止
、
去
ル
巳
年
薩

。
隅

。
日
三
州
志
摩
津
家
領
分
下
末
寺
各
宗
共
廃
寺
廃
佛
、
翌
午
歳
平
戸
本
成

寺
廃
地
、
是
全
ク
当
住
不
如
法
ノ
故
ア
リ
、
翌
未
年
役
者
恵
昇
院
出
役
、
其
管
轄
所

へ
出
頭

二
及
、
社
寺
役
人
ノ
云
、
朝
庭

へ
窺

済
ノ
上
ナ
レ
バ
願
ヒ
不
叶
卜
云
、
血
涙
メ
帰
京
、
其
ノ
寺
什
宝
高
祖
御
消
息
、
像
師

。
開
祖

。
御
本
尊
持
帰
ル
、
三
宝
諸
尊
跡
ヨ

リ
登
ル
筈
、
今

ハ
三
島
開
基
ノ
御
薫
功
モ
泡
沫
卜
成
ル
、
恐
縮
無
限
、
待
時
節
、
再
興
致
度
者
也
、
伏
乞
後
哲
有
志
之
人
二
口
伝

給
江
。
」

又
、
本
興
寺

「両
山
歴
譜
写
書
継
稿
」
（信
隆
日
秀
）
に
は
、

「時

二
御
維
新
廃
佛
毀
釈
ノ
声
多
ク
薩
隅
百
升
余
ヶ
寺
及
小
倉
大
通
寺
平
戸
本
成
寺
皆
廃
寺
ト
ナ
ル
。
」＜

と
記
さ
れ
て
い
る
。

「寺
院
本
末
帳
」
の
脱
舞
疎
林
雖
持
派
末
寺
院
本
末
帳
に
、
肥
前
國
平
戸
　
本
成
寺

同
　
所
　
　
慈
正
寺

と
あ
り
、
平
戸
に
は
二
ヶ
寺
が
存
在
し
て
い
た
。

(三 )
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明
治
二
年
正
月
二
十
四
日
の

「平
戸
廃
寺
言
上
書
」
に
は
、

平
戸
大
変
革
二付
乍
レ
恐
不
二
取
敢
一奉
彗
面
上
一候
、
正
月
二
日
、
頭
寺
役
僧
フ領
主
役
所

へ
呼
出
し
急
々
廃
絶
申
付
候
分
と
し
て
十
ヶ

寺
、

自
身
ヨ
リ
願
出
シ
廃
寺
還
俗
仕
候
寺
々
と
し
て
三
ヶ
寺

最
早
解
擢
候
由
と
し
て
日
蓮
宗

一
ヶ
寺

此
餘
七
ヶ
寺
廃
絶
と
申
風
説
有
レ之
、
役
筋
江
相
尋
候
所
、
表
向

ハ
不
然
卜
申
候
得
共
、
内
賞
云
何
比
内
光
明
寺
如
何
之
案
シ

正
月
始
メ
、　
一
村

二
一
寺
卜
相
定
メ
、
二
ヶ
寺
三
ヶ
寺
之
在
所
追
々
解
擢
申
付
候
由
、
在
候
得
者
光
明
寺
等
ハ
少
門
徒
と
相
成
可

レ
申
候

正
月
中
旬

二
士
分
巳
上

ハ
神
葬
儒
葬
勝
手
次
第
行
ヒ
可
申
様
被
燭
候
事

比
の
中
の
日
蓮
宗

一
ヶ
寺
と
記
さ
れ
た
寺
院
が
本
成
寺
で
あ
り
、
既
に
廃
寺
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

本
成
寺
に
関
す
る
資
料
は
延
享
元
年

（
一
七
四
四
）
伏
見
隆
閑
寺
檀
林
二
十
四
世
恵
光
院
日
意
並
び
に
平
戸
本
成
寺
十
世
大
雄
院
日

近
に
よ

っ
て
記
さ
れ
た

「本
成
寺
旧
記
」
と
本
成
寺
末
寺
の
慈
正
寺
に
つ
い
て
、
昭
和
九
年

（
一
九
三
四
）
、
松
瀬
家
八
代
松
瀬
金
衛
が

記
し
た

「松
瀬
総
本
家
系
図
」
が
現
存
し
て
い
る
。

本
成
寺
の
濫
傷
に
つ
い
て
は
、
室
町
期
、
相
神
浦
松
原
に
久
成
院
日
親
が
建
立
し
た
草
庵
が
あ
り
、
後
に
本
光
寺

（日
親
徳
行
記
に

は
称
名
寺
と
あ
る
）
と
改
称
さ
れ
た
。
こ
の
地
は
水
に
恵
ま
れ
ず
、
農
民
は
日
親
に
祈
願
を
依
頼
、
そ
の
効
あ

っ
て
水
が
涌
き
出
し
、

以
来
魔
病
を
治
す
万
病
霊
顕
の
湧
水
と
云
わ
れ
た
。
本
成
寺
の
創
立
に
つ
い
て
は
、
「諸
宗
本
末
帳
」
（松
浦
資
料
館
蔵
　
延
享
二
年
乙

丑
）
に
は「最

前
者
法
性
寺
卜
申
候
由
右
法
性
寺
及
大
破
有
之
候
処
宗
陽
様
被
遊
御
上
京
候
節
本
能
寺
内
常
性
院
日
規
致
御
日
見
法
性
寺
拝

明
治
廃
仏
毀
釈
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肥
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千
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浦
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「本
茂
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領
被
仕
元
和
元
年
隆
運
院
日
治
指
下
建
立
之
名
ヲ
本
成
寺
と
改
候
元
和
元
年
到
延
享
二
乙
丑
年
百
三
十

一
年
。
」

と
あ
り

「本
成
寺
旧
記
」
（恵
光
院
日
意
筆
）
に
は

「元
和
元
年
大
城
落
城
に
付
同
二
年
松
浦
式
部
郷
法
印
御
嫡
肥
前
守
久
信
公
御
同
道

二
而
武
州
江
御
下
向
之
由
其
。
御
往
来
之
瑚

御
寄
宿
と
聞

へ
た
り
右
之
次
第
由
緒
二而
先
に
よ
り
本
能
寺
千
部
過
去
帳

二
松
浦
肥
前
守
久
信
武
運
長
久
与
書
記
毎
歳
千
部
経
之
節

御
祈
祷
有
之
え
」

と
あ
り
、
そ
の
後
に
つ
い
て

「松
浦
肥
前
守
久
信
公
本
能
寺
江
御
寄
宿
之
事
其
節
本
能
寺
学
頭
定
性
院
毎
度
御
前
江
被
召
御
酒
御
相
手
罷
成

二
付
定
性
院
申
上

候
者
於
御
國
法
華
之
寺
ヲ
建
立
仕
度
願

二
候
与
此
時
御
意
趣
者
其
方
下
向
候
者
可
任
願
之
由
重
而
申
上
候
者
難
有
仕
合
奉
存
候
得

共
御
覧
之
通
愚
僧
茂
極
老
然
候
得
者
遠
海
難
凌
大
望
成
就
之
程
無
覚
束
し
候
然
上
者
拙
僧
代

二
愚
弟
隆
運
坊
と
申
者
指
下
可
間
し

寺
地
被
仰
付
被
下
度
申
し
上
候
処
御
納
得

二
付
其
巳
後
御
嫡
子
壱
岐
守
隆
信
殿
之
御
代
二
寺
地
ヲ
被
下

一
ヶ
寺
建
立
ス
今
之
本
成

寺
也
」

と
記
さ
れ
、
開
山
は
隆
運
坊
日
治
で
あ
る
事
が
本
能
寺
開
山
堂
過
去
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、
草
創
は
元
和
三
年
巳
年
で
、

「元
和
三
年
十
二
月
廿
八
日
離
靴
型

と
あ
る
よ
う
に
本
成
寺
の
創
立
は
元
和
三
年
と
確
定
出
来
る
。
そ
の
後
現
在
地
に
寺
地
を
移
転
し
た
。

「本
成
寺
旧
記
」
（恵
光
院
日
意
筆
）
に
は
、

「本
成
寺
初

ハ
堀
口
末
吉
氏
屋
敷
二而
今
之
寺
地
二引
移
事
者
三
代
め
之
慈
正
院
代
と
聞

へ
た
り
例
而
営
寺
中
興
成
べ
し
」

「諸
宗
本
末
帳
」
（延
享
二
年
乙
丑
松
浦
資
料
館
蔵
）
に
は

「右
寺
地
授
候

二
付
従
鎮
真
様＜
唯
今
ノ
寺
地
拝
領
仕
慈
正
院
日
真
ヲ
致
中
興
候
事
承
應
四
年
也
」
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と
あ
り
、
現
在
地
移
転
は
承
應
四
年

（
一
六
五
五
）
で
あ
る
。

こ
う
し
て
三
世
慈
正
院
日
意
代
に
は
本
成
寺
は
八
石
武
斗
六
升
七
合
の
寺
録
を
持
つ
に
至
り
、
七
世
慈
雲
院
日
祐
の
代
に
は
鐘
楼
門

を
建
立
、
又
、
元
文
五
年

（
一
七
四
〇
）
に
は
八
世
法
寿
院
日
允
が
隠
居
所
と
し
て
慈
正
寺
を
創
立
本
成
寺
の
末
寺
と
し
た
。

本
成
寺
旧
記
は
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）
で
終
わ

っ
て
い
る
が
、
こ
の
年
九
月
二
十
四
日
に
若
殿
が
、
十
月
十
三
日
に
は
肥
前
守
が
、

同
日
に
若
殿
が
本
成
寺
に
参
詣
、
肥
前
守
は
、
什
物
の
蓮
師
消
息
、
日
像
菩
薩
本
尊
、
日
隆
聖
人
本
尊
、
貞
樹
院
殿
御
自
筆
法
華
経
等

を
拝
見
さ
れ
て
い
る
。
十
月
二
十
五
日
に
は
慈
正
寺
に
御
姫
様
が
参
詣
、
同
二
十
九
日
若
殿
の
慈
正
寺
参
詣
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
松
浦
藩
主
は
法
華
宗
に
帰
依
し
、
本
成
寺
並
び
に
慈
正
寺
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

本
成
寺
歴
代
譜
に
つ
い
て
は
境
内
墓
地
に
現
存
し
て
い
る
墓
碑
及
び

「本
成
寺
旧
記
」
と
、
後
に
合
併
統
合
さ
れ
た
曹
洞
宗
瑞
雲
寺

の
過
去
帳
に
よ

っ
て
配
列
し
た
。

◎
開
山
　
隆
運
院
日
治
　
一九
和
四
戊
午
五
月
廿
五
日

○
　
　
　
学
要
院
日
意
大
徳
　
慶
安
二
己
丑
七
月
廿
二
日

三
世
中
興
開
山
慈
正
院
日
真
大
徳

○
　
　
　
取
要
院
日
冨
大
徳
　
一九
禄
八
乙
亥
年
七
月
十

一
日

○
　
　
　
寿
量
院
日
東
大
徳
　
一九
禄
十
二
己
卯
年
二
月
初
二
日

◎
六
世
　
本
勝
院
日
栄
大
徳

◎
七
世
　
慈
雲
院
日
祐
上
人

明
治
廃
仏
毀
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と
肥
前
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松
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落

「本
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◎
八
世
中
興
　
法
寿
院
日
允

○
　
　
　
来
乗
院
日
在
大
徳
　
一九
文
三
戊
午
五
月
二
十
六
日

十
世
　
大
雄
院
日
近
大
徳

◎
十

一
世
十
如
院
日
幸
大
徳
　
安
永
九
庚
子
十
月
九
日

◎
十
二
世
事
明
院
日
然
大
徳
　
寛
政
十

一
己
未
四
月
朔
日

○
　
　
　
唱
弘
院
日
研
大
徳
　
寛
政
七
乙
卯
十

一
月
二
十
日

◎
十
四
世
了
義
院
日
能
大
徳
　
文
化
十

一
甲
戊
九
月
四
日

◎
十
六
世
収
玄
院
日
筏
大
徳
　
安
政
五
戊
午
歳
三
月
四
日

瑞
雲
寺
過
去
帳

中
興
開
山
慈
正
院
日
真
大
徳

二
世
　
　
学
要
院
日
意
大
徳

四
世
　
　
取
要
院
日
富
大
徳

五
世
　
　
寿
量
院
日
東
大
徳

六
世
　
　
本
勝
院
日
栄
大
徳

慈
雲
院
日
祐
大
徳

八
世
　
　
中
興
開
山
法
寿
院
日
久
大
徳
両
本
山
補
任
表
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九
世
　
　
来
乗
院
日
在
大
徳
　
一九
文
三
戊
午
年
五
月
二
十
六
日

十
世
　
　
大
雄
院
日
近
大
徳

十

一
世
　
十
如
院
日
幸
大
徳
　
安
永
九
庚
子
年
十
月
九
日

十
二
世
　
事
明
院
日
然
大
徳
　
寛
政
十

一
己
未
年
四
月
朔
日

十
三
世
　
唱
弘
院
日
研
大
徳
　
寛
政
七
己
卯
年
十

一
月
二
十
日

十
四
世
　
了
義
院
日
能
大
徳
　
文
化
十

一
年
九
月
上
四
日

前
総
持
営
庵
開
山
渾
水
玄
空
大
和
尚
禅
師

廿
五
世
　
法
印
光
照

廿
六
世
　
法
印
寛
然

十
七
世
　
法
印
快
道

廿
八
世
　
　
　
良
田

廿
九
世
　
　
　
順
益

対
　
世
　
　
　
尊
如

対

一
世
　
　
　
頼
弥

汁
二
世
　
　
　
順
盛

丹
三
世
　
　
　
観
益

汁
四
世
　
　
　
尭
覚

片
五
世
　
　
　
光
演

明
治
廃
仏
毀
釈
と
肥
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千
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松
浦
ぶ

「本
戌
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片
六
世
　
　
　
栄
寿

汁
七
世
　
　
　
光
剛

汁
八
世
　
　
　
覚
厳

舟
九
世
　
　
　
錢
龍

四
十
世
　
　
　
光
香

四
十

一
世
　
　
覚
然

四
十
二
世
　
　
晋
恒

墓
碑
の
内
、
六
世
よ
り
八
世
迄
は

一
基
の
墓
標
に
刻
ま
れ
て
お
り
、
前
面
中
央
に
八
世
右
側
に
六
世
左
側
に
七
世
、
更
に
右
側
面
に

享
保
十
九
甲
寅
正
月
六
日
、
左
側
面
に
享
保
十
二
丁
未
七
月
十

一
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
本
成
寺
歴
代
の
内
墓
碑
に
歴
世
記
載
の

あ
る
も
の
は
◎
印
、
墓
碑
が
あ
る
も
の
に
○
印
を
付
し
た
。

本
成
寺
に

「
コ
ル
ネ
リ
ア
供
養
塔
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。

一
六
〇
〇
年
代
か
ら
七
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
連
合
東
イ
ン
ド
会
社
は
ア
ジ
ア
と
の
交
易
を
活
発
化
し
、
大
き
な
富
を

得
て
い
た
。

コ
ル
ネ
リ
ア
の
父
親
、
デ
ル
フ
ト
出
身
の
コ
ル
ネ
リ
ス

・
ネ
イ
エ
ン
ロ
ー
デ
は
、
ヤ
ン

・
ピ
ー
テ
ル
ス
ゾ
ー
ン

・
ク
ー
ン

世
代
に
属
す
る
草
創
期
連
合
東
イ
ン
ド
会
社
の

一
員
だ

っ
た
。
し
か
し

一
六
二
三
年
、
彼
が
中
國
に
遠
征
す
る
た
め
艦
隊
の
食
糧
を
仕

入
れ
る
た
め
平
戸
に
来
航
中
、
平
戸
の
商
館
長
レ
オ
ナ
ル
ド

・
カ
ン
プ
ス
が
急
逝
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
続
者
と
し
て
彼
が
選
ば
れ
、

第
五
代
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
し
て
十
年
間
勤
務
し

一
六
三
三
年

（寛
永
十
年
）
に
死
亡
し
た
。
こ
の
間
、
初
め
ト
ケ
シ
ヨ
と
云
う
日
本

(五 )
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婦
人
と
結
婚
し

一
女

エ
ス
テ
ル
が
生
ま
れ
、
後
ス
リ
シ
ヤ
と
云
う
婦
人
と
結
婚
し
コ
ル
ネ
リ
ア
が
生
ま
れ
た
。

そ
の
後
、
ス
リ
シ
ヤ
は
ナ
イ
エ
ン
ロ
ー
デ
の
死
後
復
籍
し
て
判
田
五
右
衛
門
に
嫁
し
、

コ
ル
ネ
リ
ア
は
商
館
に
引
取
ら
れ
て
育
て
ら

れ
た
。

寛
永
十
四
年

（
王
全
二
七
）
の
島
原
の
乱
後
、
「キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
」
が
発
布
さ
れ
、
寛
永
十
六
、
七
年
に
か
け
て
コ
ル
ネ
リ
ア
等
四

十
数
名
の
混
血
児
が
國
外
追
放
と
な
り
、
オ
ラ
ン
ダ
船
プ
レ
タ
号
で
バ
タ
ビ
ア
に
流
さ
れ
た
。

コ
ル
ネ
リ
ア
は
こ
の
地
で
東
イ
ン
ド
会
社
の
事
務
員
ピ
ー
テ
ル

・
コ
ノ
ル
と
結
婚
裕
福
に
暮
ら
し
た
。

明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
に
な

っ
て
幕
府
は
、
長
崎
や
平
戸
か
ら
バ
タ
ビ
ア
に
追
放
し
た
人
達
に
対
し
、
音
信
に
よ
る
家
族

へ
の
通

信
を
許
可
し
た
。　
コ
ル
ネ
リ
ア
は
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）
と
同
十

一
年

（
一
六
七

一
）
の
二
回
判
田
五
右
衛
門
御
夫
婦
さ
ま

へ
と
宛

て
て
便
り
を
送
り
、
最
上
等
の
ボ
ル
ネ
オ
産
竜
脳
、
縞
木
綿
ギ
ン
ガ
ン
等
を
送

っ
て
い
る
。
所
謂
ジ
ヤ
ガ
タ
ラ
文
で
あ
る
。

天
和
二
年

（
一
六
八
二
）

一
月
、
コ
ル
ネ
リ
ア
の
亡
夫
の
菩
堤
を
弔
う
と
云
う
願
い
に
よ
り
判
田
家
は
本
成
寺
の
境
内
に
供
養
塔
を

建
て
た
。

現
在
本
成
寺
跡
に
建
て
ら
れ
て
い
る
大
五
輪
塔
と
瑞
雲
寺
境
内
に
移
し
た
供
養
塔
が
在
る
。

明
治
廃
仏
毀
釈
と
肥
前
千
′
松
浦
ふ

「木
茂
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」
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つ
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て
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表 傾|         ェ 衝

｛ハ

本
成
寺
跡
の
大
五
輪
塔
　
塔
高
五
メ
ー
ト
ル

南
　
　
魯
安
五
．
午

炒
法
逹
半
径
曰
逹
人
薔
薩

無
　
　
十
月
十
二
日

奉
生
立
石
塔
願
主
千
戸
本
茂
寺

法

界

萬

霊

為
ヤ
興
関
出
恣
工
院
口
具

諸

壇

聖

霊

延
宝
た
と
水
年
二
月
十
二
日

右 4111

藤
冬
水
〓
一マ
申

口

像

薔

薩

十

一
月
十
二
日

左 狽1

寅
工
ニ
マ
申

口

隆

聖

人

二
月
二
十
二
日
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仏
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本茂キの琉内にえてられている大五輪蓉
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工  喬
曹
洞
宗
瑞
雲
寺
境
内
供
養
塔

た

人

於

佛

道

南

無

炒

法

逹

半

径

決

定

無

有

疑

右 傾1

願

以

此

功

徳

二

界

萬

霊

普

及

於

一
勿

左 傾1

我

等

与

衆

生

有

繰

黒

繰

春

共

茂

佛

逍

襄 傾1

夭
わ
二
．
茂
年

敬

施
主
　
炒
曰
息
女

従
唐
上
定
立
え

台

二
月
え
曰
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仏
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瑞雲キ琉内に移転 した「コルネリア供春本」
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こ
の
二
基
の
内
容
か
ら
み
る
と
瑞
雲
寺
の
供
養
塔
に
記
さ
れ
た

「従
唐
土
建
立
、
施
主
妙
日
息
女
」
の
文
に
よ
り
、
こ
れ
を

コ
ル
ネ

リ
ア
供
養
塔
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

又
、
本
成
寺
跡
境
内
に
は
、
判
田
家
の
墓
碑
が
あ
り

「
口
唱
八
品
所
顕
妙
法
」
の
文
が
刻
ま
れ
て
あ
り
、
判
田
家
が
法
華
宗
の
強
盛

な
信
者
で
あ

っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。

五
こ
水
年
二
月

陽
行
翁
道
已
ロ

俗
名
　
半
　
．

某

霊
営

以
為

寄

附

口
地
五
永
代

日
牌

所
夫

婦

薔

提
今

投
台

銀

二
貧

ロ
ト
基

螢

於

此
場

是
欲

因
戒

壇

往
覆
衆

人

口
唱

入

品
所

顕
炒

法

と

左 傾1
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明
治
廃
仏
毀
択
と
肥
前
千
戸
松
浦
落

「本
茂
寺
」
に
つ
い
て

木茂キ基地に在るツ1口家基碑。
「口蝠八品所顕炒法」の夫字が刻まれている。
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本
成
寺
は
廃
仏
の
後
、
曹
洞
宗
瑞
雲
寺
と
合
併
、
然
し
、
本
成
寺
檀
徒
は
法
華
信
仰
を
捨
て
る
事
に
抵
抗
し
、
別
の
地
に
祈
祷
所
を

造
り
、
身
延
山
に
田
畑
山
林
等
の
寄
付
を
受
け
て
寄
進
を
続
け
大
正
三
年

（
一
九

一
三
）
寺
院
認
可
を
う
け
現
在
地
に
本
成
寺
を
建
立

し
た
。
本
来
、
京
都
本
能
寺
塔
頭
定
性
院
よ
り
隆
運
坊
日
治
に
よ

つ
て
創
立
さ
れ
た
本
成
寺
が
日
蓮
宗
に
帰
属
し
た
事
は
残
念
な
事
で

あ
る
。
尚
本
成
寺
の
調
査
に
当

っ
て
は
、
佐
世
保
市
本
尊
寺
住
職
成
瀬
英
彰
師
に
現
地
の
案
内
を
頂
き
、
資
料
の
提
供
等
御
協
力
頂
い

た
事
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
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註
讃
岐
多
度
津
神
仏
分
離
報
告

（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）
五
〇
三
頁

三
河
大
浜
廻
潤
始
末

（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）
二
三
七
頁

石
徹
白
村
神
仏
分
離
書
類

（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）
九
七
九
頁

高
野
山
と
廃
仏

（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）
五
八
九
頁

越
前
暴
動

一
件

（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）
七
四
頁

信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告

（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）
七
四
八
頁

日
光
に
お
け
る
神
仏
分
離

（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）
七
九
四
頁

上
野
寛
永
寺
弁
財
天
堂
分
離

（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）
六
六
六
頁

勤
王
護
法
録

（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）
六
〇
六
頁

「明
治
仏
教
史
」
（土
屋
詮
教
著
）
二
六
～
二
七
頁

法
華
宗
三
十
番
神
其
他
神
祇
称
号
　
混
用
等
の
禁

（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）

一
一
一

法
華
宗
年
表

一
九

一
頁

「明
治
仏
教
史
」
（土
屋
詮
教
著
）
二
七
頁

「本
能
寺
史
料
右
記
録
編
」
五

一
七
頁

「お
て
ん
ば

コ
ル
ネ
リ
ア
の
闘
い
」
（
レ
オ
ナ
ル
ド

・
ブ
リ
ッ
セ
イ
著
）
二
〇
～
二

一
頁

「平
戸
廃
寺
の
件
」
（明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
）
九
三
二
頁

明
治
廃
仏
毀
釈
と
肥
前
千
′
松
浦
落

「本
戌
寺
」
に
つ
い
て

(161 (151 (10 (131 (121 (11) (101 (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

一
頁
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Ⅲ
　
松
浦
藩
二
十
八
代
、
泰
岳
公
第

一
子
、
松
浦
壼
岐
守
隆
信
。
正
宗
院
殿
前
壼
州
太
守
向
東
宗
陽
大
居
士
。
寛
永
十
四
年
五
月
二
十

四
日
没
。
江
戸
下
谷
広
徳
寺
に
葬
る
。
水
向
所
は
平
戸
正
宗
寺
。
昭
和
三
年
十
月
四
日
、
広
徳
寺
墓
地
移
転
の
た
め
正
宗
寺

へ
改
葬
。

問
　
松
浦
藩
二
十
九
代
、
宗
陽
公
第

一
子
。
松
浦
肥
前
守
鎮
信
。
天
祥
院
殿
前
肥
太
守
慶
厳
徳
祐
大
居
士
。
天
禄
十
六
年
十
月
六
日
没
。

別
号
大
虚
院
大
心
園
恵
大
居
士
。
江
戸
本
所
中
之
郷
天
祥
寺
に
葬
る
。
水
向
所
平
戸
雄
香
寺
。

参
考
資
料

「本
成
寺
旧
記
」
伏
見
隆
閑
寺
檀
林
二
十
四
世
恵
光
院
日
意

（松
浦
資
料
館
蔵
）
肥
前
平
戸
本
成
寺
大
雄
院
日
近
大
徳

「松
瀬
総
本
家
系
図
」
第
八
代
松
瀬
金
衛
述

（松
浦
資
料
館
蔵
）

「
日
本
佛
教
史
」
辻
善
之
助
著

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉
平
戸
本
成
寺
、
本
成
寺
旧
記
、
松
瀬
総
本
家
系
図
、
廃
仏
毀
釈

(3) (2) (1)
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